
岩手県訓令第 33 号 

                                                     知事部局  

                                                 労働委員会事務局  

                                                 収用委員会事務局  

 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 19 年６月 26日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

   職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令 

 職員の勤務時間に関する規程（昭和 38年岩手県訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （勤務時間の割振り）  （勤務時間の割振り） 

第２条 次条から第５条まで、第５条の３から第５条の７まで、

第７条から第９条まで、第12条及び第13条に定めるもののほ

か、職員の勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時

15分までとする。 

第２条 次条から第５条まで、第５条の３から第５条の７まで、

第７条から第９条まで、第12条及び第13条に定めるもののほ

か、職員の勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時

30分までとする。 

２ 前項に規定する勤務時間中に正午から45分の休憩時間を置

く。 

２ 前項に規定する勤務時間中に正午から１時間の休憩時間を

置く。 

 ３ 子育て、介護、通勤等に関する特別の事情がある職員から

申出があり、かつ、所属長が承認した場合には、前項に規定

する休憩時間を 45分に短縮することができる。この場合にお

ける当該職員の勤務時間の終了時刻は、第１項に規定する勤

務時間の終了時刻の 15分前とする。 

 （短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定）  （短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定） 

第２条の２ ［略］ 第２条の２ ［略］ 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が６時間以上８時間以内である場合にあっては、所属長の

定めるところにより、45分以上の休憩時間を置く。 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が６時間以上８時間以内である場合にあっては、所属長の

定めるところにより、１時間の休憩時間を置く。 

 

 

 

 

３ 前条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について準

用する。この場合において、同条第３項中「第１項に規定す

る」とあるのは、「第２条の２第１項の規定により割り振ら

れた」と読み替えるものとする。 

 （試験研究機関等に勤務する研究職員等の勤務時間の割振り

の特例に基づく休憩時間） 

 （試験研究機関等に勤務する研究職員等の勤務時間の割振り

の特例に基づく休憩時間） 

第３条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６

年岩手県条例第57号）第３条第３項の規定に基づき割り振ら

れた勤務時間中には、その勤務時間が、８時間を超える場合

にあっては所属長の定めるところにより１時間以上の、８時

間以内である場合にあっては所属長の定めるところにより45

分以上の休憩時間を置く。 

第３条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６

年岩手県条例第57号）第３条第３項の規定に基づき割り振ら

れた勤務時間中には、その勤務時間が、８時間を超える場合

にあっては所属長の定めるところにより１時間以上の、８時

間以内である場合にあっては所属長の定めるところにより１

時間の休憩時間を置く。 

 ２ 第２条第３項の規定は、前項に規定する勤務時間が８時間

以内である場合の休憩時間について準用する。この場合にお



 いて、同条第３項中「第１項」とあるのは、「第３条第１項」

と読み替えるものとする。 

 （地域振興部ＮＰＯ・国際課に勤務し、旅券事務に従事する

職員の勤務時間の割振り） 

 （地域振興部ＮＰＯ・国際課に勤務し、旅券事務に従事する

職員の勤務時間の割振り） 

第４条 地域振興部ＮＰＯ・国際課に勤務し、旅券事務に従事

する職員は、ＮＰＯ・国際課総括課長の定めるところにより、

交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割振りは、

次に掲げるとおりとする。 

第４条 地域振興部ＮＰＯ・国際課に勤務し、旅券事務に従事

する職員は、ＮＰＯ・国際課総括課長の定めるところにより、

交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割振りは、

次に掲げるとおりとする。 

 (１) 午前８時 30分から午後５時 15分まで  (１) 午前８時 30分から午後５時 30分まで 

 (２) 午前９時30分から午後６時15分まで  (２) 午前９時30分から午後６時30分まで 

２ 前項に規定する勤務時間中に、ＮＰＯ・国際課総括課長の

定めるところにより、45分の休憩時間を置く。 

２ 前項に規定する勤務時間中に、ＮＰＯ・国際課総括課長の

定めるところにより、１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第４条第１項」と読み替えるものとする。 

 （守衛の勤務時間の割振り）  （守衛の勤務時間の割振り） 

第５条 総務部管財課に勤務する守衛は、管財課総括課長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

第５条 総務部管財課に勤務する守衛は、管財課総括課長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 午前８時から午後４時45分まで  (１) 午前８時から午後５時まで 

 (２) 午前８時 30分から午後５時 15分まで  (２) 午前８時 30分から午後５時 30分まで 

 (３) 午前９時 30分から午後６時 15分まで  (３) 午前９時 30分から午後６時 30分まで 

２ 前項に規定する勤務時間中に、管財課総括課長の定めると

ころにより、45分の休憩時間を置く。 

２ 前項に規定する勤務時間中に、管財課総括課長の定めると

ころにより、１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第５条第１項」と読み替えるものとする。 

 （本庁の部等に勤務する職員の勤務時間の割振り）  （本庁の部等に勤務する職員の勤務時間の割振り） 

第５条の３ 本庁の部及び局、盛岡地方振興局（土木部岩手出

張所、綱取ダム管理事務所及び梁川ダム建設事務所を除く。）、

県民生活センター、福祉総合相談センター並びに盛岡農業改

良普及センターに勤務する職員（第４条、第５条及び第９条

の規定の適用を受ける職員を除く。）のうち管理又は監督の

地位にある職員等であって別に定める職員以外のものは、所

属長の定めるところにより、交代で勤務するものとし、その

各組の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。ただ

し、業務の都合により交代制の勤務ができない場合その他別

に定める場合は、この限りでない。 

第５条の３ 本庁の部及び局、盛岡地方振興局（土木部岩手出

張所、綱取ダム管理事務所及び梁川ダム建設事務所を除く。）、

県民生活センター、福祉総合相談センター並びに盛岡農業改

良普及センターに勤務する職員（第４条、第５条及び第９条

の規定の適用を受ける職員を除く。）のうち管理又は監督の

地位にある職員等であって別に定める職員以外のものは、所

属長の定めるところにより、交代で勤務するものとし、その

各組の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。ただ

し、業務の都合により交代制の勤務ができない場合その他別

に定める場合は、この限りでない。 

 (１) 午前８時30分から午後５時15分まで  (１) 午前８時30分から午後５時30分まで 

 (２) 午前９時から午後５時45分まで  (２) 午前９時から午後６時まで 

２ 前項各号に規定する勤務時間中に第２条第２項の規定に ２ 前項に規定する勤務時間中に第２条第２項の規定による



よる休憩時間を置く。 休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第５条の３第１項」と読み替えるものとする。 

 （東京事務所に勤務する職員の勤務時間の割振り）  （東京事務所に勤務する職員の勤務時間の割振り） 

第５条の４ 東京事務所に勤務する職員は、東京事務所長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

第５条の４ 東京事務所に勤務する職員は、東京事務所長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 午前８時30分から午後５時15分まで  (１) 午前８時30分から午後５時30分まで 

 (２) 午前９時から午後５時45分まで  (２) 午前９時から午後６時まで 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第５条の４第１項」と読み替えるものとする。 

 （大阪事務所又は名古屋事務所に勤務する職員の勤務時間の

割振り） 

 （大阪事務所又は名古屋事務所に勤務する職員の勤務時間の

割振り） 

第５条の５ 大阪事務所又は名古屋事務所に勤務する職員の勤

務時間の割振りは、午前９時から午後５時45分までとする。

第５条の５ 大阪事務所又は名古屋事務所に勤務する職員の勤

務時間の割振りは、午前９時から午後６時までとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第５条の５第１項」と読み替えるものとする。 

 （福岡事務所に勤務する職員の勤務時間の割振り）  （福岡事務所に勤務する職員の勤務時間の割振り） 

第５条の６ 福岡事務所に勤務する職員は、福岡事務所長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

第５条の６ 福岡事務所に勤務する職員は、福岡事務所長の定

めるところにより、交代で勤務するものとし、その各組の勤

務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 午前９時から午後５時45分まで  (１) 午前９時から午後６時まで 

 (２) 午前10時30分から午後７時15分まで  (２) 午前10時30分から午後７時30分まで 

２ 前項に規定する勤務時間中に、福岡事務所長の定めるとこ

ろにより、45分の休憩時間を置く。 

２ 前項に規定する勤務時間中に、福岡事務所長の定めるとこ

ろにより、１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第５条の６第１項」と読み替えるものとする。 

 （夜間における業務に従事する職員の勤務時間の割振り）  （夜間における業務に従事する職員の勤務時間の割振り） 

第５条の７ ［略］ 第５条の７ ［略］ 

２ 前項の規定により勤務時間を割り振る場合の勤務の開始時

刻は、午前８時 30分から午後１時までの間で定めるものとす

る。 

２ 前項の規定により勤務時間を割り振る場合の勤務時間の開

始時刻は、午前８時 30分から午後１時までの間で定めるもの

とする。 

３ 前２項の規定により割り振られた勤務時間中に第２条第２

項の規定による休憩時間を置く。ただし、勤務の開始時刻が

正午以後である職員にあっては、所属長の定めるところによ

３ 前２項の規定により割り振られた勤務時間中に第２条第２

項の規定による休憩時間を置く。ただし、勤務時間の開始時

刻が正午以後である職員にあっては、所属長の定めるところ



り、45分の休憩時間を置く。 により、１時間の休憩時間を置く。 

 ４ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項に規定

する」とあるのは、「第５条の７第１項及び第２項の規定に

より割り振られた」と読み替えるものとする。 

 （杜陵学園に勤務し、入所者の自立支援に従事する職員の勤

務時間の割振り） 

 （杜陵学園に勤務し、入所者の自立支援に従事する職員の勤

務時間の割振り） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が、８時間を超える場合にあっては園長の定めるところに

より１時間以上の、６時間以上８時間以内である場合にあっ

ては園長の定めるところにより45分以上の休憩時間を置く。

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が、８時間を超える場合にあっては園長の定めるところに

より１時間以上の、６時間以上８時間以内である場合にあっ

ては園長の定めるところにより１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する勤務時間が６時間

以上８時間以内である場合の休憩時間について準用する。こ

の場合において、同条第３項中「第１項に規定する」とある

のは、「第７条第１項の規定により割り振られた」と読み替

えるものとする。 

 （水産技術センターに勤務し、漁業指導船に乗り組む者の勤

務時間の割振り） 

 （水産技術センターに勤務し、漁業指導船に乗り組む者の勤

務時間の割振り） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が、８時間を超える場合にあっては水産技術センター所長

の定めるところにより１時間以上の、６時間以上８時間以内

である場合にあっては水産技術センター所長の定めるところ

により45分以上の休憩時間を置く。 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が、８時間を超える場合にあっては水産技術センター所長

の定めるところにより１時間以上の、６時間以上８時間以内

である場合にあっては水産技術センター所長の定めるところ

により１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する勤務時間が６時間

以上８時間以内である場合の休憩時間について準用する。こ

の場合において、同条第３項中「第１項に規定する」とある

のは、「第８条第１項の規定により割り振られた」と読み替

えるものとする。 

 （総務部総合防災室等に勤務し、特殊な職務又は業務に従事

する者の勤務時間の割振り） 

 （総務部総合防災室等に勤務し、特殊な職務又は業務に従事

する者の勤務時間の割振り） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が６時間以上８時間以内である場合にあっては、所属長の

定めるところにより、45分以上の休憩時間を置く。 

２ 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時

間が６時間以上８時間以内である場合にあっては、所属長の

定めるところにより、１時間の休憩時間を置く。 

 ３ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項に規定

する」とあるのは、「第９条第１項の規定により割り振られ

た」と読み替えるものとする。 

 （特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日の指  （特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日の指



定） 定） 

第10条 第７条から前条までの規定の適用を受ける職員につい

ては、１週間につき１日以上の割合で所属長の指定する日を、

週休日とする。 

第10条 前３条の規定の適用を受ける職員については、１週間

につき１日以上の割合で所属長の指定する日を、週休日とす

る。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務における勤務時

間の割振りの特例に基づく休憩時間） 

 （子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務における勤務時

間の割振りの特例に基づく休憩時間） 

第11条の２ ［略］ 第11条の２ ［略］ 

 ２ 第２条第３項の規定は、前項に規定する休憩時間について

準用する。この場合において、同条第３項中「第１項」とあ

るのは、「第11条の２第１項」と読み替えるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成 19 年７月１日から施行する。 
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